
介護保険制度
●介護サービスの利用対象者

●介護サービスの内容
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65歳以上の方（第1号被保険者）
原因を問わず日常生活をおくるために介護や支援が必要となった場合。

福祉用具の貸与・購入・住宅改修
在宅サービス 訪問介護/訪問リハビリテーション/訪問入浴介護など
施設サービス 特別養護老人ホーム/老人保険施設/介護療養医療施設など
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2 40～64歳の方（第2号被保険者）
初老期の痴呆や脳血管疾患など老化に伴う病気（特定疾病）が原因で、
日常生活を送るために介護や支援が必要となった場合。

■在宅介護サービスの利用上限額

要介護認定の利用手続き
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要介護度 支給限度額／ご利用負担額（月額）

要支援1 日常生活を送れるが、入浴などに一部介助が必要。 49,700円／ 4,970円

要支援2 日常生活を送れるが、心身の状態が安定してなく、入浴などに一部介助が必要。 104,000円／10,400円

要介護1 立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴に一部介助が必要。 165,800円／16,580円

要介護2 起き上がりが困難で、排泄など全体の介助が必要。 194,800円／19,480円

要介護3 起き上がりなどが自力でできず、全体の介助が必要。 267,500円／26,750円

要介護4 排泄、入浴、衣服の着脱など多くの行為で全体の介助が必要。 306,000円／30,600円

要介護5 生活全般にわたる全面的介助が必要。 358,300円／35,830円

地域支援事業の
介護予防サービスの利用

介護保険のサービスは受けられません。

非
該
当

自　立
介護保険のサービスは受けられません。

ケアプランから介護給付を受けるまで

自分で直接申し込む事もできます

施設へ入所

一旦全額を負担し、事後的に9割分が保険から払い戻されます。
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ケアプランから新予防給付を受けるまで

種目／種類 機能又は構造等

特殊寝台
6.10.12 171003サービスコード

※1割負担でご利用できます

ベッド本体
サイドレールが取り付けてあるもの又は取付け可能なもので
あって次の機能を有するもの。
＊背部若しくは脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものかまたは床の高さ
を無段階に調整する機能を有するもの。

特殊寝台付属品
7.11.12 171004サービスコード

特殊寝台とは別に付属品単独での貸与もできます。

床ずれ防止用具
18~22 171005サービスコード

エアーマット
床ずれ防止のためのものであって、エアーマットと送風装置か
らなるものであること。

全身用のマット
床ずれ防止のためのものであって、水、ウレタン等によって減圧
による体圧分散効果をもつ全身用のマットであること。

指定事業者が利用者に対し、利用に伴う危険、訓練操作の必要
性等について十分な説明を行う旨を運営基準等に定める。

体位変換器
22 171006サービスコード

空気パッド等を身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力
を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変
換を容易に行うことができるもの。
（体位の保持のみを目的とするものを除く）

手すり
23~25 171007サービスコード

居宅の床に置いて使用することにより、転倒予防及び移動する
ことを目的にするもの。便器用手すり。取付に際し、工事を伴わ
ないものに限る。

車いす
28~39 171001サービスコード 普通型車いす（自走用）

手押し型車いす（介助用）

普通型電動車いす

車いす付属品
40~41 171002サービスコード

クッション
ステッキホルダー

車いすと一体的に貸与される場合に限る。

スロープ
42~43 171008サービスコード

自動排泄
処理装置

52 171013サービスコード

段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないも
のに限る。

歩行補助杖
47 171010サービスコード

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プ
ラットホームクラッチ、及び多点杖に限る。

徘徊感知機器
47 171011サービスコード

離床センサー
要介護者が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族
及び隣人等へ通報するもの。感知部位に加圧・除圧又は接触する
ことで、家族、隣人にベッドから離れたことを音で知らせるもの。

パッドに内蔵されたセンサーが尿を感知して、尿をタンクに自動
吸引します。

歩行器
44~46 171009サービスコード

二輪、三輪、四輪、六輪
歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を
支える構造を有するものであり、体の前及び左右を囲む把手等
を有するもの。

四脚歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を
支える構造を有するものであり、上肢で保持して移動させること
が可能なもの。

移動用リフト
（吊り具を除く）

48~52 171012サービスコード

床走行式
固 定 式
据 置 式

つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等
で床又は階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。
又は、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであっ
て、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いすと
の間等の移動を補助する機能を有するもの。
（取り付けに住宅の改造を伴うものを除く。）

※サービス供給に関しては、利用者とのスケジュール調整により、利用者の同意を確認しております。

※サービス供給に関しては、利用者とのスケジュール調整により、利用者の同意を確認しております。

※特定福祉用具販売・住宅改修関連商品・一般販売商品・施設向け商品の目次は51ページをご参照ください

レンタル
（貸与）

サイドレール
介 助 バ ー
テ ー ブ ル
マットレス
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